伊賀地区社会福祉協議会合併協議会規約（案）

  （協議会の設置）

第１条　社会福祉法人上野市社会福祉協議会、社会福祉法人伊賀町社会福祉協議会、社会福祉法人島ヶ原村社会福祉協議会、社会福祉法人阿山町社会福祉協議会、社会福祉法人大山田村社会福祉協議会、社会福祉法人青山町社会福祉協議会（以下「関係社協」という。）は、関係社協の合併を進めるため、協議会を設置する。

  （協議会の名称）

第２条　この協議会は、伊賀地区社会福祉協議会合併協議会（以下「協議会」という。）と称する。

  （協議会の任務）

第３条　協議会は、関係社協の合併に関し必要な事項を協議する。

  （協議会の事務所）

第４条　協議会の事務所は、会長の属する社会福祉協議会に置く。

  （協議会の組織及び委員）

第５条　協議会は会長、副会長及び委員をもって組織する。

２　委員は次の者をもって充てる。

 （1）関係社協の会長及び副会長　各１名

 （2）関係社協の理事　各１名

 （3）関係社協担当行政担当部署責任者　各１名

 （4）関係社協事務局長　各１名

３　協議会は必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

  （会長及び副会長）

第６条　この協議会に会長１名、副会長２名を置く。

２　会長及び副会長は委員の互選によって選任する。

３　会長は会務を総理し、協議会を代表する。

４　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

  （会議）

第７条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長がこれを招集する。

２　会議の開催場所、日時及び会議に付議すべき事項は会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

  （会議の運営）

第８条　会議の開催は委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

２　会長は、会議の議長となる。

３　会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

４　会長は、次条の規定に基づく、幹事会、行政連絡会及び実務者検討会の構成員を会議に出席させることができる。

  （幹事会等の設置等）

第９条　会議に提案する必要な事項について協議又は調整をするとともに、協議会の円滑な運営を図るため、協議会に幹事会、行政連絡会及び実務者検討会を置く。

２　幹事会、行政連絡会及び実務者検討会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。

  （幹事会の組織等）

第10条　幹事会の構成及び所掌する事項については次のとおりとする。

 （1）幹事会の構成員は、関係社協の事務局長等をもって組織する。

 （2）幹事会は、次に揚げる事務を行う。

    ①協議会の運営に関する総合調整

    ②会議の議案（調整原案等）の提案

    ③行政合併協議会事務局、関係社協を所管する行政機関及び関係社協等との連絡調整

    ④その他第9条1項の目的を達成するために必要な事項

  （行政連絡会の組織等）

第11条　行政連絡会の構成及び所掌する事項については次のとおりとする。

 （1）行政連絡会は、関係社協を所管する行政機関職員及び関係社協の事務局長等をもって組織する。

 （2）行政連絡会は、次に掲げる事項の連絡調整を行う。

    ① 市町村合併後の地域福祉のあり方や推進体制、及び福祉サービス水準等に関する事項

    ② 市町村合併後の地域福祉推進等に対する公的助成に関する事項

    ③ 市町村合併後の行政財産等の取り扱いに関する事項

    ④ その他第9条1項の目的を達成するために必要な事項

  （実務者検討会の組織等）

第12条　実務者検討会の構成及び調整審議する事項については次のとおりとする。

 （1）実務者検討会の構成員は、関係社協の職員等をもって組織する。

 （2）実務者検討会は、次に掲げる事務を行う。

    ① 幹事会から指示された各種現況調査票の作成及び比較分析、資料の作成等

    ② その他幹事会から指示された課題の整理及び調整原案の作成等

    ③ その他第9条1項の目的を達成するために必要な事項

  （事務局）

第13条　協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

２　事務処理の円滑な効率化を図るため、事務局に事務局長及び職員を置く。

３　事務局長は、関係社協事務局長が協議して定めた者をもって充てる。

４　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

５　協議会の事務に従事する職員は、関係社協事務局長が協議して定めた者をもって充てる。

  （協議会の経費）

第14条　協議会に必要な経費は、関係社協から負担金として徴収する。

  （監査）

第15条　協議会の経理は、会長が委嘱する監査員2名が監査する。この場合において監査員は、監査の結果を協議会に報告しなければならない。

  （費用弁償）

第16条　第5条2項の規定に基づく委員、第9条に定める幹事会等の構成員、第13条の規定に基づく事務局長及び事務局職員、並びに第15条の規定による監査員は、費用弁償を受けることができる。

２　事項の費用弁償の額並びに支給方法は、会長が定める。

  （協議会解散の場合の措置）

第17条　協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打切り会長がこれを決算する。

  （補則）

第18条　この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

      附則

  この規約は、平成15年４月１日から施行する。
